
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

会場開催 受付：9：15～ 開催方法： 

日 時： 

 

令和 8年2 月1 日（日） 9：30～１6：00 

定 員： 先着 30 名 受講料： 500円 

対 象： 県内に在勤または在住する PT、OT、ST 

申込方法： 以下のURL又はQRコードよりお申込みください 

https://r7-3shikai-s3k.peatix.com 

申込締切：  令和 7年 1月 18日（日） 

退院後の一歩を支えるのは誰か？ 

～病院から地域へつなぐリハの可能性～ 

会 場： 三宮コンベンションセンター  502・503号室 

（兵庫県神戸市中央区磯辺通２丁目２−１０ ワンノットトレーズビル 5F） 

 

健康寿命から貢献寿命へ 地域の資源を活用しよう 

総合事業の枠組みの整理と各市町での事業について 

【第 2部】 

兵庫県リハ 3士会合同地域支援推進協議会人材育成研 STEPⅢ【介護予防】 

 

(兵庫県理学療法士会、兵庫県作業療法士会、兵庫県言語聴覚士会) 

 

 

西宮市 PTOTST連絡会  作業療法士 松井 祐美 氏      

【第 1部】 

ただし、昨年度および今年度の STEPⅠ、STEPⅡの研修をそれぞれ 1回以上受講していること 

赤堀 将孝 氏 はくほう会医療専門学校赤穂校 作業療法士 

「総合事業の A、B、Cって何？」「参画しているリハ職はどのようなことをしているのだろう？」 

「自分の市町にはどんな課題があるの？」「そもそも何のために事業があるの？」 

第１部では、総合事業とはなにか、兵庫県全体的にどんな課題があって、どのようなリハ職を求めているか。に

ついて事業整理を兵庫県高齢政策課に。各市町の動きについて実践者よりお話しいただきます。 

第 2 部では、グループワークを中心に「健康寿命」から「貢献寿命」への変遷が起こっていることや地域資源を活

用して、どのように市町の方々を元気にできるかについて考えます。是非、ご参加ください。 

 

明石市 

西宮市 

香美町 

「貢献寿命」とは 

兵庫県高齢政策課 地域包括ケア推進班 班長  

兵庫県における総合事業の現状と次の展開について 

貝原 陽子 氏 

・グループワーク「地域資源の情報収集と活用」 

各市町での課題と事業の位置づけ～リハ職はそこにどのようして関わるか～ 

しばはら整形外科スポーツ関節クリニック 夢しば 作業療法士 山田 祥子 氏      

公立香住病院      理学療法士 田村 浩司 氏      



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お問い合わせ】  

兵庫県リハ３士会合同地域支援推進協議会事務局    担当 ：相見、濱﨑 

E-mail：hyogo.cbr_center@hwc.or.jp TEL：078-927-2727（内線 3153） 

令和 7年度研修受講修了証について 

・今年度中に人材育成研修 STEPⅠ～Ⅲ全ての研修を受講いただいた方※１に令和 7年度受講修了証 

を発行します。  ※１：STEPⅠ・Ⅱについては令和 6年度受講も含む 

・修了者は兵庫県より市町に配布する地域リハ活動支援事業派遣協力者名簿に修了年度が記載され、 

地域に関連する研修を一通り受講した証明としております。 

・修了証は年度ごと（R6年度修了者、R7年度修了者）に発行致します。 

研修受講料のお支払い方法について 

・本研修会は、受講料を事前にお振込みいただきます。申し込みサイト（Peatix）より登録いただき、支 

払方法は、クレジットカード、コンビニ/ATM、銀行口座振替、paypalよりお選びいただけます。 

・万が一、自然災害等や主催者都合で研修会が中止となった場合には、全額受講料の払い戻しをいた

します。それ以外の理由での申し込み後のキャンセルにつきましては、原則、払い戻しできません。 

 

 

 

単位・ポイントの付与について 

・本研修は日本作業療法士協会、日本言語聴覚士協会の単位・ポイント付与対象の研修です。 

・ご希望される方は申し込みの際に、会員番号等の必要な情報のご入力をお願いします。 

・日本作業療法士協会：生涯教育ポイントを取得できます。 

・日本言語聴覚士協会：生涯学習プログラムのポイントを取得できます。 

STEPⅢ受講要件について 

・本研修会を受講する為には、昨年度及び今年度の中で STEPⅠ、STEPⅡの研修をそれぞれ 

１回以上受講していることが要件になります。 

STEPⅣ受講要件について 
・令和 7年度 STEPⅣ(1月～2月に開催予定)の研修会を受講する為には、 

昨年度及び今年度の中で StepⅠ～Ⅲの研修をすべて受講されていることが要件になります。 

※ただし、既に地域でのご活動経験がある方は、参加登録時にその旨を記載頂ければ、 

参加いただけます。 

・STEPⅣ実務者研修については既に地域支援事業等に参画していただいている方向けとなります

が、地域での活動をイメージするには絶好の機会ですので、これからの参画を考える方も是非、ご

参加ください。 


